
平成２３年４月１日 
成年後見人等の報酬額のめやす 

横浜家庭裁判所   
１ 報酬の性質 
 家庭裁判所は，後見人及び被後見人の資力その他の事情によって，被後見人の財産
の中から，相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています（民法８６
２条）。成年後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督人及び任意後見監
督人についても，同様です。 
 成年後見人等に対する報酬の付与は，家事審判事項であり（家事審判法９条１項甲
類２０号），報酬額の算定基準は法定されていませんので，家事審判官が，対象期間
中の後見等の事務内容（財産管理及び身上監護），成年後見人等が管理する被後見人
等の財産の内容等を総合考慮して，裁量により，各事案における適正妥当な金額を算
定し，審判をしています。 
 専門職が成年後見人等に選任された場合について，これまでの報酬付与の審判例等，
実務の算定実績を踏まえた標準的な報酬額のめやすは次のとおりです。 
２ 基本報酬 
(1) 成年後見人 
 成年後見人が，通常の後見事務を行った場合の報酬（これを「基本報酬」と呼びま
す。）の額は，月額２万円です。 
 ただし，管理財産額（預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額）が高額な場合に
は，財産管理事務が複雑，困難になる場合が多いので，管理財産額が１０００万円を
超え５０００万円以下の場合には基本報酬額を月額３万円～４万円，管理財産額が５
０００万円を超える場合には基本報酬額を月額５万円～６万円とします。 
 なお，保佐人，補助人も同様です。 
(2) 成年後見監督人 
 成年後見監督人が，通常の後見監督事務を行った場合の報酬（基本報酬）の額は，
管理財産額が５０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管理財産額が５００
０万円を超える場合には月額２万５０００円～３万円とします。 
 なお，保佐監督人，補助監督人，任意後見監督人も同様です。 
３ 付加報酬 
 成年後見人等の後見等事務において，身上監護等に特別困難な事情があった場合に
は，上記基本報酬額の５０パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとしま
す。また，成年後見人等が，例えば，次の具体例に示すような特別の行為をした場合
には（具体例に限定されません。），相当額の報酬を付加することがあります（これ
らを「付加報酬」と呼びます。）。 
（具体例） 
 訴訟 
 被後見人が不法行為による被害を受けたことを原因として，加害者に対する１００
０万円の損害賠償請求訴訟を提起し，勝訴判決を得て，管理財産額を１０００万円増
額させた場合：約８０万円～約１５０万円 
 遺産分割調停 
 被後見人の配偶者が死亡したことによる遺産分割の調停を申し立て，相手方の子ら
との間で調停が成立したことにより，総額約４０００万円の遺産のうち約２０００万
円相当の遺産を取得させた場合：約５５万円～約１００万円 
 居住用不動産の任意売却 
 被後見人の療養看護費用を捻出する目的で，その居住用不動産を，家庭裁判所の許
可を得て３０００万円で任意売却した場合：約４０万円～約７０万円 
４ 複数成年後見人等 
 成年後見人等が複数の場合には，上記２及び３の報酬額を，分掌事務の内容に応じ
て，適宜の割合で按分します。                 
                                  （以上） 


